
生駒市訓令甲第１号 

 生駒市職員採用規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２０年３月２８日 

   生駒市長 山下 真  

 

生駒市職員採用規程の一部を改正する訓令 

生駒市職員採用規程（昭和４６年４月生駒市訓令甲第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１０条第２項中「第１号」を「職員採用上級試験」に、「第５５条」を「第

８７条」に、「第２号」を「職員採用中級試験」に、「第６９条の２」を「第１

０８条」に、「第７０条の２」を「第１１５条」に、「第３号」を「職員採用初

級試験」に改める。 

附 則 

この訓令は、平成２０年３月  日から施行する。 


